
～ 秋田市都市計画審議会の住民委員を募集します ～

募集人数

住民委員募集

２名（原則、男女各１名）
※都市計画に関する経験は問いません

２年間（令和７年４月２０日から）
年３回程度開催(平日の日中,２時間程度）

日額７，３００円/回（R7.1現在）

令和７年１月１７日（金）から
令和７年２月７日（金）まで必着

以下の条件、すべてに該当する方
・本市の住民で２０歳以上の方（令和７年４月20日時点）
・本市の他の審議会等の委員を３つ以上兼務していない方
・国および地方公共団体の議員または常勤の職員でない方

任 期 等

応募資格

報 酬

募集期間

応募方法

選考方法

提出・お問い合わせ先
〒 010-8560 秋田市山王一丁目１番１号

秋田市 都市計画課 計画担当
電話 018-888-5764 FAX 018-888-5763
Eﾒｰﾙ ro-urim@city.akita.lg.jp

応募申込書配置場所
秋田市ホームページからダウンロード →
(ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ広報ID：１０４４８２９）
市役所（４階都市計画課、１階市民の座）
各市民サービスセンター、駅東サービスセンター

応募申込書および指定するテーマについてまとめた作文(８００字以内様式自由)を
｢郵送｣ ｢ＦＡＸ｣ ｢Ｅメール｣ または直接窓口への持参のいずれかの方法により提出

<作文テーマ>「持続可能な活力ある都市の実現に向けて、秋田市の課題から考える
これからの都市計画（まちづくり）について」

応募資格を満たした方の中から、書類選考(応募申込書および作文の採点)により決定
<作文採点の観点> ・秋田市のまちづくりの現状を踏まえ、具体的な意見を備えているか

・考え方や意見に偏りがないか
・全体として理論が整然としており、表現が明確か

都市計画審議会は、土地利用のルールや道路・公園など都市計画の内容を調査審議します。

都市計画の審議に市民の皆さまの声や考え方などを幅広く反映させるため、住民委員を

公募により選任しています。

都市計画（まちづくり）に関心のある方は、ぜひご応募ください。

秋田市の都市計画に関する詳細は、市ホームページをご覧ください。 →

(ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ広報ID：1007503)


